
野田市立保育所設置及び管理に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

令和５年３月２９日

野田市長 鈴 木 有



野田市規則第２３号

野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年野田市規則

第１９号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項を次のように改める。

保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第２０条第３項に規定する保育必要量をいう。

以下この項において同じ。）に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育必要量が１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間まで

に限る。） 午前７時から午後６時までのうち保育を必要とする時間

(2) 保育必要量が１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに

限る。） 午前８時３０分から午後４時３０分までのうち保育を必要とす

る時間

第３条第２項第２号中「午後５時」を「午後４時３０分」に改め、同条第３

項中「前項」を「前２項」に改める。

附 則

この規則は、令和５年４月１日から施行する。


